
 

 

令和７年８月１日現在 

 

＊白岡市勤労者体育センター・市民テニスコート利用案内＊ 

１ 利用案内 

白岡市勤労者体育センター、市民テニスコートは、市民の皆様がスポーツ・レクリエーションなど

を通して、健康の維持・増進と体力づくり、また、憩いや出会いの場となるよう設置されたものです。 

市民の皆様はもとより、そのほかの方もお気軽にご利用ください。 

 

２ 申込方法 

※公共施設の窓口で直接予約するかインターネットや携帯電話（団体登録が必要です。） でお

申込み下さい。 

（団体登録には要件がございますのでお問合せ下さい。） 

※受付期間 

   勤労者体育センター 

    利用しようとする日の３か月前から当日まで 

   市民テニスコート 

    市内の方（在勤、在学を含む）・広域圏内の方 

    利用しようとする日の２か月前から当日まで 

    広域圏外の方 

    利用しようとする日の１か月前から当日まで 

※広域圏内の市町村 

   白岡市・久喜市・蓮田市・幸手市・宮代町・杉戸町・春日部市 

※受付時間 

窓口 

平日 
午前９時から午後９時まで（４月～９月） 

午前９時から午後８時まで（１０月～３月） 

土曜日 
午前７時から午後９時まで（４月～９月） 

午前７時から午後８時まで（１０月～３月） 

日曜・祝日 午前７時から午後５時まで 

公共施設予約システム 午前７時から午後１２時まで 

 

３ 利用時間 

平日 
午前９時から午後１０時まで（４月～９月） 

午前９時から午後９時まで（１０月～３月） 

土曜日 
午前７時から午後１０時まで（４月～９月） 

午前７時から午後９時まで（１０月～３月） 

日・祝日 午前７時から午後６時まで 

  ※市民テニスコートについては、日曜日、祝日は１面２時間までの利用となります。 



 

 

４ 休場日 

※水曜日 

※国民の祝日が水曜日だった場合は、その翌日 

※年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

※施設の管理などにより休場日を変更したり、臨時に休場する場合があります。 

 

５ 使用料（１時間あたりの基本使用料） 

勤労者体育センター 

利用区分 使用料 

アリーナ 

全面利用 ８００円 

半面利用 ４００円 

６分の１面利用 ２００円 

ミーティングルーム兼軽体育室 ２００円 

卓球台 １台 ２００円 

※備考 

１．使用料は、１時間当たりの使用料です。また１時間に満たない時間も、１時間とします。 

２．卓球台については、６分の１面の利用につき１台無料です。 

３．広域圏外のかたが利用する場合は、上記金額の２倍となります。 

 

市民テニスコート 

利用時間帯 使用料 

昼間 ５００円 

夜間（夜間使用料含む） １０００円 

※広域圏外のかたが利用する場合は、上記金額の２倍となります。 

広域圏内の市町（７市町） 

白岡市・久喜市・蓮田市・春日部市・幸手市・宮代町・杉戸町 

 

夜間使用料対象時間 

午後７時から午後１０時まで（５月・６月・７月） 

午後６時から午後１０時まで（４月・８月・９月） 

午後６時から午後９時まで（１０月・２月・３月） 

午後５時から午後９時まで（１１月・１２月・１月） 

  



 

 

６ 施設・設備の概要 

敷地面積 全体  １３，０１５㎡ 

体育センター  ４，１０４㎡ 

駐車場及び歩・車道  ４，７５１㎡ 

テニスコート用地  ４，１６０㎡ 

（市民テニスコート面積）  ３，４４０㎡ 

建築面積  １，４０２．０３㎡ 

延床面積  １，３３８．６４㎡ 

構造／鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平屋建 

砂入り人工芝（透水性）テニスコート  ５面 

照明設備  ６基 

アリーナ（体育室）  ９１７．２８㎡ 

バスケットコート  １面 

バレーコート  ２面 

バドミントンコート  ６面 

ミーティングルーム兼軽体育室  ８３．８０㎡ 

談話ホール  ３５．１０㎡ 

事務室  ２９．４０㎡ 

更衣室（男女・シャワー設備有） 

用具庫 

 

７ 利用上の注意 

【利用時間・利用方法について】 

※利用時間には準備や片付けの時間も含まれています。 

※利用のする際は、「利用許可書」を必ず体育センター受付に提出してください。 

※体育センター内では室内スポーツ用シューズを使用してください。 テニスコート内

ではテニスシューズを使用してください。 

※天候など施設の管理上の理由で利用できない時は、施設管理側から登録されている電

話番号へ連絡をいたします。そのため、団体登録をされている電話番号を変更された 

場合は、必ず窓口で手続きを行ってください。 

※利用者が施設や備品などを損傷した場合は、修理代を負担していただく場合がありま 

す。大切に取り扱い下さい。 

※ゴミは、お持ち帰りください。 

※その他、係員の指示に従ってください。指示に従わない場合などは、利用許可の取り 

消しをさせていただくか、退場していただく場合があります。 

【キャンセル等の手続きについて】 

※有料施設のキャンセルをされる場合は、利用日の５日前までです。 

なお、当日の利用時間を超えてからのキャンセルについては、利用料金をお支払いい 



 

 

ただきます。 

※キャンセルの手続きは、勤労者体育センター受付窓口もしくは、お電話にて対応いた

します。 

※雨天等の場合、施設側から電話連絡が入らない場合は、予約施設利用可能となります。 

そのため、悪天候で利用されない場合でも、キャンセルの手続きを、必ず行ってくだ 

さい。 
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